
＜国家間における紛争解決＞
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（1）ルールの背景
　一般的に、地域貿易協定（自由貿易協定（FTA：

Free Trade Agreement）、経済連携協定（EPA：

Economic Partnership Agreement）等）や二国

間投資協定（BIT：Bilateral Investment Treaty）

には、協定の解釈及び適用に関する国家間の争い

を解決するための規定が設けられている。このよう

な規定は、実際の紛争に解決の手段を与えるだけ

ではなく、締約国による協定の履行を促すことをもっ

て協定の実効性を担保することに加えて、紛争解決

の過程を通して協定の解釈を明確にするといった重

要な役割を担っており、我が国が締結したすべての

EPA/FTA 及び BIT には、何らかの国家間紛争

の解決に関する条項が置かれている。このEPA/

FTA 及び BIT における「国家対国家」の紛争解

決手続は、「投資家対国家」の紛争と比較するとそ

の利用頻度は高くないが、国家間の紛争を解決す

る有効なツールと考えられている。多くの協定の紛

争解決条項においては、WTO における紛争解決

手続と同様、国家間で争いが生じた場合、①当該

紛争案件について当事国が協議を行い、②協議に

より問題が解決しない場合は、協定の定める紛争

解決手続に当該問題を付託して判断を求め、③紛

争解決機関は問題を審理して拘束力のある決定（判

決）又は勧告を下し、④被申立国は当該決定に従

い協定違反とされた措置の是正又は賠償を行う、

又は勧告を前提に協議を再開するとの仕組みが採

用されている。一方で、このような紛争解決条項の

個別具体的な規定ぶりは、締約国間における様 な々

政治的・経済的な背景を反映し、多種多様であり、

それら条項の個別的規定及び全般的傾向を正確に

把握することは、我が国の貿易投資政策の観点の

みならず、多角的な海外展開を活発に行う我が国

企業にとっても重要である。そのため、以下では、

主に米国、EU 等主要な市場経済国及び新興国が

締結しているEPA/FTA 及び BIT の紛争解決条

項を分析するとともに、我が国が締結している協定

と比較する（分析を行った協定の一覧については後

掲図表Ⅲ‐8-1を参照）。

（2）法的規律の概要
①国家間紛争解決に関する手続の形態とその類型

　国家間の紛争解決手続に関する条項を、EPA/

FTAとBITというカテゴリーに即して比較した場

合、全体的な傾向としては、EPA/FTA が手続を

比較的詳細に規定しているのに対し、BIT にはか

なり簡略な規定しか置かれておらず、個別事項の規

定ぶりを見ても、EPA/FTAには規定されているが

BITには規定がない項目が少なくない。しかしなが

ら、紛争解決手続の中核的な規定である、締約国

が単独で当該紛争について紛争解決手続を用いて

拘束力のある決定を求める権利は、多くの協定にお

いて規定されており、この点が数あるEPA/FTA

及び BIT の間での重要な共通項となっている。一

方、紛争解決手続の利用のあり方については、当

該紛争解決手続の性格や利用可能な手続の仕組み

によっていくつかの類型に分類することが可能であ

る。以下では EPA/FTA 及び BIT のそれぞれに

第8章
国家間における紛争解決、ビジネス環境整備



1 上記 Agreement on the Common Eff ective Preferential Tariff  Scheme for the ASEAN Free Trade Area の 8 条においては理
事会型が採用されているが、当該協定に関して生じた紛争に対しても上記 ASEAN Protocol が適用されているところ（ASEAN 
Protocol1 条 1 項、同 Appendix I の 15）、この ASEAN Protocol においては仲裁型が採用されている。元の理事会型手続が廃
止されたことを明確に示す資料は見当たらないため、両者が併存するとの理解の下、あえて ASEAN をハイブリッド型に分類
した。
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ついて分類を試みる。

（a）EPA/FTA

　EPA/FTAにおいて紛争解決機関が拘束力のあ

る判断を行う手続については、大別して 3 つの類型

がある。第一の類型は、NAFTA（北米自由貿易協

定）に代表されるように、案件ごとに設置されるパ

ネル（案件ごとに選任される仲裁人によって構成さ

れる）の判断を求める権利が各締約国に認められ

ている「仲裁型」の手続である。我が国が締結し

ているEPA/FTA はすべてこの形式を採用してい

る。他国におけるEPA/FTAで典型的な例として

は以下のものが挙げられる（括弧内の条項は該当す

る規定）。

○ NAFTA（米国、カナダ、メキシコ）（2004 条、

2008 条）

○韓国－シンガポール（20 章 20.6 条）

○豪州－シンガポール（16 章 4 条）

○タイ－ニュージーランド（17 章 17.4 条）

○ CARIFORM-EU（206 条）　

　これに対して、第二の類型は、締約国政府の代

表者から構成される機関（Council, Commission 等）

に問題を付託し、当該機関が問題を検討して決定

又は勧告をする「理事会型」の手続である。典型

的なEPA/FTAとしては以下のものが挙げられる。

○バンコク協定（バングラデシュ、インド、韓国、

ラオス、スリランカ、中国）（16 条）

○ SAARC（南アジア地域協力連合：インド、パ

キスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、

ブータン、モルディブ、アフガニスタン）（20 条）

　第三の類型は、第一・第二両類型の中間的な存

在である。具体的には、第二の類型のように加盟

国政府の代表者から構成される機関をまず前置し、

そこで解決されない紛争について、第一の類型と同

様に、仲裁手続等の司法的な紛争解決手続を設け

るとする、いわば「ハイブリッド型」の手続である。

典型的な EPA/FTAとしては以下のものが挙げら

れる。

○ US－ヨルダン（17条 1項（b）及び（c））

○ EC－モロッコ（86 条 2 項及び 2 項）

○コトヌー協定（EU及びACP（アフリカ・カリブ海・

太平洋）諸国）（98 条 1項及び 2 項）

○ EFTA（ヨーロッパ自由貿易連合：ノルウェー、

リヒテンシュタイン、アイスランド、スイス）（47

条及び 48 条）

○ EEA（欧州経済領域：EU及びアイスランド、

リヒテンシュタイン、ノルウェー）（111条 1項）

○ CACM（中米共同体市場：エルサルバドル、

グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、コスタ

リカ）（26 条）

○Andean Community（アンデス共同体：ボリ

ビア、コロンビア、エクアドル、ペルー）（47条

及びTreaty establishing the Court of Justice 

24 条）

○ ASEAN（東南アジア諸国連合：インドネシ

ア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タ

イ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、

カンボジア）（8 条。司法的手続については

ASEAN Protocol on En-hanced Dispute 

Settlement Mechanism）に規定 1）

　

　上に挙げた事例の多くは、締約国政府の代表者

から構成される機関において問題を解決できない場

合に、アドホックに設置される仲裁廷に問題を付託

できるとする。これに対して、Andean Community

及び EEA（文言上は、EEC 条約等と実質的に同

一の規定が問題となる場合に限定されている）は、

係る機関において問題を解決できない場合は、域
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内に設置された常設裁判所に提訴できるとしてい

る。なお、Andean Community では協定上の紛

争事項を解決する常設裁判所、EEAでは欧州司

法裁判所（the Court of Justice of the European 

Communities ）を指定（但し、EFTA 諸国に関す

る紛争は EFTA 裁判所に付託）している。このよ

うに、EPA/FTAの紛争解決条項は、紛争解決機

関を、アドホックに選択される仲裁人で構成される、

より司法化された組織とするもの（仲裁型）、締約

国の代表者から構成される政治色の強い組織とす

るもの（理事会型）及び政治的機関において解決で

きなかった場合にのみ仲裁人による仲裁に移行する

ことを認めるもの（ハイブリッド型）の三類型に大

別できるが、全体的な動向としては、多くのEPA/

FTAは「ハイブリッド型」を採用する傾向にある。

例えば、米国において、典型的な仲裁型である

NAFTA はむしろ例外であり、これ以外の協定は

すべてハイブリッド型を採用している。また、EUの

締結した協定においても、1980 年代までは理事会

型が中心であったが、1990 年代以降に締結された

協定の大多数はハイブリッド型を採用している。日

本のすべてのEPAにおいて、必ずconsultation が

前置されており（日本－マレーシア（日マレーシア）

13 章、日本－メキシコ（日メキシコ）15 章、日本 -

シンガポール（日シンガポール）21章、日本－フィリ

ピン（日フィリピン）15 章、日本 - チリ（日チリ）16

章、日本－タイ（日タイ）14 章、日本－ブルネイ（日

ブルネイ）10 章、日本－インドネシア（日インドネ

シア）14 章、日本－ASEAN 包括的経済連携（日

ASEAN）9 章、日本－ベトナム（日ベトナム）13 章、

日－スイス（日スイス）14 章、日－インド（日インド）

14 章）、日本－ペルー（日ペルー）15 章）、日本－オー

ストラリア（日豪）19 章）、日本－モンゴル（日モン

ゴル）第 16 章、また、他国が結んでいる協定と比

べ、比較的詳細な手続規定が置かれている。この

ように司法化された紛争解決手続を指向する特徴

は、我が国と同じく2000 年前後からEPA/FTA

締結に向けた取組を強化しているシンガポール、韓

国にも見ることができる（チリ－韓国（19.6 条 1項）、

韓国－シンガポール（20 章 20.6 条）、シンガポール

－ニュージーランド（61条 1項）、豪州－シンガポー

ル（16 章 4 条）、チリ－ブルネイ－ニュージーランド

－シンガポール（Trans-Pacifi c Strategic Economic 

Partnership Agreement）（15.6 条 1項）等）。

（b）BIT

　一般的に、BITにも国家間の紛争解決手続が規

定されている。手続の類型としては、仲裁型（協議

及び仲裁手続）が規定されているケースが大半であ

る。

②個別的な手続の特徴

　前述のとおり、国家間の協定において、国家間の

紛争を解決するための手続としては、①当事国間協

議、②仲裁手続への紛争付託、③仲裁裁判所によ

る拘束的決定、④被申立国による措置是正又は賠

償、という国際仲裁裁判の手続が採用されているが

（WTO 紛争解決手続との類似性は協定ごとに異な

る）、個々の手続の規定ぶりは協定により様々であ

る。以下では、WTO 紛争解決手続においても手

続の実効性・機能性を担保する上で特に重要な要

素である下記の個別手続について、各国協定の特

徴とその類型を分析するとともに、我が国が締結し

ている協定との比較を行う。



＜分析を行った個別協定の各側面＞

（a）紛争解決手続に付託できる案件

（b）協議前置義務の有無

（c）紛争解決手続に適用されるルール

（d）時間的制限

（e）他の協定上の紛争解決手続との優先劣後

（f）パネリスト・仲裁人の選定方法

（g）紛争解決機関（パネル又は締約国の代表者か

ら成る機関）が決定を行う際の方法

（h）上訴手続

（i）仲裁判断の履行担保手続

（j）対抗措置

（a）紛争解決手続に付託できる案件

（ⅰ）EPA/FTA

　EPA/FTA における紛争解決機関に付託できる

案件については、以下のとおり大別できる。

①「当該協定の解釈及び適用に関する案件」との

み規定するもの（CACM（26 条）、コトヌー協

定（98 条 1 項）、ASEAN（8 条 2 項）等）

②協定の解釈・適用に加えて、当該協定に違反し

ない措置についても、当事国の協定上の利益が

無効化されているとして、当該措置に関する案

件を付託すること（いわゆる非違反申立て）を

認めるもの（CARICOM（187 条）、NAFTA（2004

条、ただし分野に制限あり）、「韓国－シンガポー

ル」（20 章 20.2 条 1 項、ただし分野に制限あり）

等）

　我が国の締結している EPA（日スイス、日チリ、

日豪を除く）は、仲裁裁判所の設置要請について、

被申立国が協定に基づく義務の履行を怠った結果又

は義務に反する措置をとった結果、申立国の協定に

基づく利益が無効化・侵害されたことを条件として

いることから（つまり、非違反措置については申立

てができない）、上記①の類型に該当する。上記の

とおり付託事項の射程を定める一方、締約国にとっ

てセンシティブな分野又は司法的解決がなじまない

分野を留保するため、特定の問題については紛争解

決手続を適用しないとの規定を置く協定も多い。日

本が締結している EPA においても、一部の規定に

ついて、紛争解決手続きに関する規定を適用しない

ものと規定してい。

　このほか、締約国の事情から、特定の分野につい

て特別の紛争解決手続規定を置いている協定があ

る。例えば、NAFTA はアンチ・ダンピング及び

相殺関税に関する問題について、別途パネル手続を

規定している（19 章）。

（ⅱ）BIT

　BIT においては EPA/FTA と異なり、非違反申

立てを認める規定は存在しない。また、少数の例外

を除き、多くの協定は申立ての対象分野を特に限定

していない。なお、一部の協定では、既に投資家と

国家との間の紛争として国際仲裁機関に係属し、そ

の時点で係争中の紛争については、国家間の紛争と

して国際仲裁裁判所に提訴することはできない旨規

定している（チリ－トルコ 12 条 10 項、南アフリカ

－トルコ 8 条 8 項等）。

（b）協議前置義務の有無

　大多数の EPA/FTA が、拘束力を有する紛争解

決手続に訴える前に当事国間で協議の場を持つこと

を義務づけており、我が国の締結している協定も、

同様の規定を置いている。また、BIT においても、

すべての協定が、仲裁手続を開始する前に協議その

他の友好的な方法による紛争解決を試みることを義

務づけている。

（c）紛争解決手続に適用されるルール

（ⅰ）EPA/FTA

　パネル・仲裁廷などにおいて紛争を処理するため

には、準拠すべき手続ルールが必要である。手続ルー

ルの定め方については、以下の 2 つに大別できる。

①既存の機関の定立した手続ルールを利用するこ

ととしているもの（EFTA（附属書Tの1条6項）
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及びコトヌー協定（98 条 2 項（c））は、当事

国が別段の合意をしない限り PCA（Permanent 

Court of Arbitration：常設仲裁裁判所）のルー

ルを採用）

②独自の手続ルールを定めることを前提としたも

の

　大多数の協定は②に類似する方式を採用してい

る。さらに、②については、すべての案件に適用さ

れるルールを規定する協定（NAFTA（2012 条 1 項）、

FTAA（23章16条1項）、US－ヨルダン（17条3項）、

韓国－シンガポール（20.9 条 1 項）等）と、各パネ

ル又は仲裁廷が、当該案件ごとに手続ルールを定め

ると規定する協定（CARICOM の仲裁手続（200 条

1 項）、豪州－シンガポール（16 章 6 条 4 項）、タイ

－ニュージーランド（17.7 条 11 項）等）に分かれる。

そのほかには、極めて例外的であるが、抽象的に国

際法によるとのみ規定するものもある（CARICOM

の Caribbean Court of Justice における手続（217

条 1 項））。

　我が国についても②の方式を採用しており、手

続規則に関する条項を有する EPA（日メキシコ、

日チリ、日フィリピン、日豪）では、当該 EPA/

FTA に基づき設置された合同委員会が、仲裁手続

全般に適用される手続規則を定めるものと規定して

いる（日メキシコ 159 条、日チリ 187 条、日フィリ

ピン 159 条、日豪 19.16 条）。また、その他の協定

は協定内に仲裁手続きを規定しているほか、例え

ば、日 ASEAN 及び日ベトナムでは、紛争当事国

は、仲裁裁判所（仲裁廷のこと）と協議の上、協定

中の手続規定と反しない追加的な規則及び手続を採

択することにつき合意することができると規定して

いる。

（ⅱ）BIT

　BIT においても、既存の手続ルールを利用する

とした協定は少なく（但し、米国を締約国とする協

定の一部に、仲裁手続は UNCITRAL ルールによる

との規定がある）、各パネル又は仲裁廷が、当該手

続限りのものとして手続ルールを定めるとしている

協定が大多数を占める。

（d）時間的制限

（ⅰ）EPA/FTA

　紛争解決機関に拘束力のある判断を求める権利が

締約国にあると規定されていても、最終判断を得ら

れるまでの時間が長かったり、相手国によって恣意

的に手続が長引いたりするようでは実効的な紛争解

決は望めない。我が国が締結している EPA を含め、

分析の対象とした協定の多くにおいて、紛争解決手

続の各段階についてそれぞれ期限が定められていた

が、一部に手続の進行に関する時間的制限を明確に

規定していない協定（CACM、CARICOM、EC －

エストニア、EC- モロッコ等）も散見された。

（ⅱ）BIT

　対照的に、BIT においては、最終的な仲裁判断

がなされるべき期限を規定しているものは非常に少

なく、分析を行った BIT のうちでは、US －チェコ、

カナダ - エルサルバドル、南アフリカ－トルコの 3

協定のみであった。

（e）他の協定上の紛争解決手続との優先劣後

（ⅰ）EPA/FTA

　個々の EPA/FTA と WTO 協定に実質上同一ま

たは類似する権利義務を定める規定があるために、

WTO 協定上の紛争解決手続と EPA/FTA あるい

は BIT 上の紛争解決手続との双方を利用し得る状

況が生じる場合がある（カナダ産軟材への AD・

CVD 措置を巡る米加紛争が代表的な例）。EPA/

FTA の一部は、こうしたケースにおける他の協定

上の紛争解決手続との関係について規定を置いてお

り、その内容は以下のとおり 3 つに大別できる。

① FTA 上の紛争解決手続が優先する場合があり

得るとするもの

② WTO 協定（又は GATT）上の紛争解決手続

が優先するとするもの
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③申立国が自ら WTO 協定（又は GATT）上の

紛争解決手続と FTA 上の紛争解決手続のいず

れをも選択し得ることとしているもの

　①の例としては NAFTA がある。同協定は、

NAFTA 及び GATT の同一規定から生じる紛争

について NAFTA 締約国が他の NAFTA 締約国

を WTO 紛争解決手続に訴えようとする場合には、

事前に NAFTA 締約国であって被申立国に予定

されていない国に通報し、当該国がそれについて

NAFTA 紛争解決手続に訴える意思のある場合に

は、WTO 又は NAFTA のいずれで処理するかに

ついてこれらの国の間で協議し、協議が整わない場

合には NAFTA 紛争解決手続で原則として処理す

ることを規定する（2005 条 2 項）他、NAFTA 上

の「環境及び省資源協定関連」規定や「衛生及び植

物衛生措置」及び「規格関連措置」に関連する規定

が適用される紛争については、被申立国の意思次第

では WTO 紛争解決手続ではなく NAFTA 上の紛

争解決手続が利用される旨規定している（2005 条

3 項、4 項）。②の事例として、EC －チリは、紛争

案件が WTO 協定の対象にもなりうる場合には、当

該案件は WTO の紛争解決手続に付託されるとの包

括的な WTO 優先手続を規定している（189 条 4 項

（c））。また、US －ヨルダンは、サービス貿易及び

知的財産権に関する紛争については、WTO 協定上

の紛争解決手続の対象となり得ない範囲においての

み当該 FTA 上のパネル手続に付託できると規定し

ている（17 条 4 項（a）及び（b））。また、③の事

例としては、FTAA（23 章 8 条 1 項）及び「韓国

－シンガポール」（20.3 条 1 項）があり、これらの

協定の場合は、いずれの手続をも自由に選択できる

と解される。なお、いずれも選択できるとしている

場合に、一方を選択した場合には他の手続を利用す

ることはできないとされていることが多い（例え

ば、韓国－シンガポール（20.3 条 2 項））。日本が締

結している EPA は上記③のタイプに該当し、他の

国際協定により利用可能な紛争解決手続を利用する

各締約国の権利に何ら制限は加えられていないが、

EPA 上の紛争解決手続及び他の国際協定上の紛争

解決手続の双方を使える紛争について、いずれかを

選択した場合には、当該紛争に関しては他の手続を

利用することはできない旨が明文で規定されている

（ただし、我が国が締結した EPA には、当事国が

合意する場合は先行手続優先の原則を適用しない旨

が規定されているものもある（日シンガポール 139

条4項、日フィリピン149条4項、日タイ159条4項）。

（ⅱ）BIT

　BIT 上の紛争については、EPA/FTA のように

WTO 協定等他の国際協定上の紛争解決手続と競合

することは想定されていないために、当該 BIT 上

の紛争解決手続と他の国際協定上の紛争解決手続と

の関係について規定しているものは見あたらない。

（f）パネリスト・仲裁人の選定方法

（ⅰ）EPA/FTA

　仲裁手続が規定されている場合、パネリスト・

仲裁人の選定方法が問題となる。まずロスター

（roster：候補者名簿）が作成され維持されている

場合とそうでない場合がある。ロスターを作成する

と規定している協定は、CARICOM（205 条 1 項）

及び MERCOSUR である。NAFTA も、AD 及び

CVD に関するレビューパネルのパネリスト候補者

（附属書 1901.2 及び 1905 条 4 項）及び通常の紛争

解決手続のパネリスト候補者（2009 条）について、

それぞれロスターの作成及び維持を規定している。

我が国の EPA/FTA はロスターを作成するとの規

定は置かれていない。次に、パネリスト・仲裁人の

具体的な選定方法についてもいくつかのパターンが

ある。いずれの協定においても、3 人から成るパネ

ルの場合には各当事国が 1 人ずつ、5 人から成るパ

ネルの場合は各当事国が 2 人ずつ選任するものと規

定されていることが多いが、最後に選任されるパネ

リストの選任方法は以下のとおり分かれる。

①既に選任されたパネリストらの合意により選任

されると規定しているもの（US －ヨルダン（17
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条 1 項（c））等）

②両当事国の合意により選任されると規定するも

の（NAFTA（2011 条 1 項（b）及び同条 2 項

（b））等。最後のパネリストについて合意に至

らなかった場合、くじ引きでパネリストを選出

（2011 条 1 項（d）及び同条 2 項（d）））

③既に選任されたパネリストらの合意により選任

されるが、彼らが合意に至らなかった場合は最

後のパネリストの選任を外部機関（例えば、タ

イ－ニュージーランドでは ICJ 所長（17.5 条 1

項及び同条 3 項）、コトヌー協定では PCA（常

設仲裁裁判所）所長（98 条 2 項（b））に委任

するとしているもの

　砂糖の市場アクセスを巡る米墨間の NAFTA 紛

争において、米国によるパネリスト選出の遅滞によ

り、申立てから 6 年以上経過してもパネル審理が行

われていない事例があるなど、当事国間合意に重き

を置く手続には実施面で問題が生じる可能性があ

る。我が国の EPA は、3 人の仲裁人のうち 2 人が

それぞれ 1 人ずつ各締約国により選任された後、議

長となる 3 人目の仲裁人を選任するにあたり、各締

約国が候補者を一定人数ずつ挙げて調整を図る、と

の点で上記②に該当しているものの、両国が期限ま

でに合意に達しなかった場合の最終的な第三仲裁人

選定方法については、各協定で WTO 事務局長への

選任依頼やくじ引きによる方法が規定されている。

（ⅱ）BIT

　BIT においては、仲裁廷は 3 人の仲裁人から構

成され、そのうち 2 人については両締約国が 1 人ず

つ選任し、議長となる 3 人目の仲裁人の選任方法に

ついては、先に選任された 2 人の仲裁人の合意によ

ると規定するものが一般的である。

（g）紛争解決機関（パネル又は締約国の代表者か

ら成る機関）が決定を行う際の方法

（ⅰ）EPA/FTA

　パネル又は締約国の代表者から構成される機関が

仲裁判断を決定する際の決定方法の類型は以下のと

おりである。

①全員一致を原則とするが意見の一致を見ない場

合には過半数の賛成により決定するとするもの

（韓国－シンガポール（附属書 20A の 20 項）、

豪州－シンガポール（16 章 6 条 3 項）、タイ－

ニュージーランド（17.6 条 3 項））

②最初から過半数の賛成により決定できるとする

協定（通常の多数決）（EFTA（附属書 T の 1

条 7 項）、CARICOM の仲裁手続（207 条 7 項）、

欧州協定の仲裁手続（114 条 4 項）、EC －モロッ

コ（86 条 4 項））

　我が国の EPA について見れば、日メキシコ（154

条 7 項）を除き、全ての EPA において、仲裁廷の

裁定は全員一致で行うよう努めるものとするが過半

数の賛成により決定することもできると規定されて

いる。

（ⅱ）BIT

　仲裁廷が仲裁判断の採択その他の決定を行う方法

については、特段の規定を置いていない協定も散見

された。これは、前述のとおり分析を行った大多数

の BIT において、手続については仲裁廷が当該案

件にのみ適用されるルールをその都度定めるという

規定になっていることが原因である。なお、規定が

あるものは、いずれも過半数の賛成により決定する

（多数決）ものと定めている。

（h）上訴手続

（ⅰ）EPA/FTA

　紛争の迅速な解決という観点からは、第一次的な

審理を行う仲裁廷又は締約国の代表者から成る機関

における手続で判断が確定する方が望ましい。一方

で、より慎重に検討できるという観点からは必要に

応じて上訴できる仕組みが必要となる。大多数の協

定は上訴手続を規定していない。日本が締結してい

るいずれのEPAにも上訴手続に関する規定はなく、

仲裁廷の裁定は「最終的」なものであるとされてい

813

第
Ⅲ
部

第
８
章

国
家
間
に
お
け
る
紛
争
解
決
、
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
整
備

第 8章　国家間における紛争解決、ビジネス環境整備



る。なお、上訴手続を明確に規定しているものとし

ては SAARC がある（20 条 9 項）。これに対し、当

事国が上訴することはできないという点を明示的

に規定している協定もある（韓国－シンガポール

（20.13 条 1 項））。

（ⅱ）BIT

　BIT には、上訴（appeal）を規定する協定はない。

（i）仲裁判断の履行担保手続

　前述のとおり、多くの EPA/FTA 及び BIT は、

仲裁廷は拘束力のある決定をするとし、また締約

国の代表者から成る機関についても拘束力のある決

定を行えるとするものがあり、その場合、問題とさ

れた措置について何らかの是正・賠償を行うべしと

の決定を受けた被申立国は、その判断を誠実に履行

する義務を負うこととなる。一般的に、EPA/FTA

には被申立国による仲裁判断の内容の履行を確保す

るための規定が設けられている。一方、BIT の中

でこうした履行を担保するための規定を置いている

ものは極めて少ない（カナダ－エルサルバドルは、

履行がなされない場合、申立国は相手国から補償を

受けるか、又は仲裁判断の対象となった利益と同等

の利益の相手国への適用を停止することができる旨

規定（13 条））。

（ⅰ）履行期限

　履行期限に関する規定の類型は以下のとおりであ

る。

①最終判断が出されてから履行までの期間を規定

しているもの

②最終判断が出されてから履行方法及び期限等に

関する当事国間の合意が成立するまでの期間を

規定し、当該期間内に当事国間の合意が成立し

ない場合には元の紛争解決手続を遂行したパネ

ルに履行期限を定めるよう要請できると規定し

ているもの（韓国－シンガポール（20.13 条 2

項（b））、豪州－シンガポール（16 章 9 条 1 項））

　我が国の EPA は上記②に該当する。具体的には、

被申立国は申立国に対し仲裁廷の裁定から一定日以

内に仲裁判断の内容の実施に要する期間を通知する

ものと規定しており、申立国が被申立国から通知さ

れた期間を不服とする場合には、協議を経た上で、

または協議を経ずに、それぞれ各締約国は仲裁廷に

対し期間の決定を要請できるとしている。

（ⅱ）履行状況の監視

　被申立国がパネル又は各締約国の代表者から構成

される機関の最終判断に従った措置を履行してい

るか否か、また履行している場合の履行の状況に

ついて、その監視に関する規定を明確に設けている

協定は少ない（紛争解決について規定した ASEAN 

Protocol は、被申立国は自らの履行状況について

ASEAN Senior Economic Offi  cials’Meeting に 報

告しなければならない旨規定（15 条 4 項））。我が

国が締結している EPA のいずれも、履行監視に関

する明確な規定を置いていない。

（ⅲ）履行方法

　履行方法については、WTO 協定の DSU19 条 1

項において見られるように、紛争解決機関にその提

案を行う権限を付与しているかどうかが 1 つのポイ

ントとなる。一般的には以下の 2 つに大別可能であ

る。

①履行方法（resolution）についてはもっぱら当

事国の合意に委ねるもの

②パネルが履行方法につき勧告できるとする規定

を有するもの（US －ヨルダンは、当事国が求

めた場合、パネルは、仲裁判断で認定した違反

を是正する方法について勧告することができる

旨規定（17 条 1 項（d））

　我が国においては、仲裁廷は被申立国による履行

の方法に関する提案を裁定に含め、これを両締約国

による考慮に付することができると規定する方式

（上記②）を採用しているものもある一方、このよ

うな規定がないものもある。
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（j）被申立国が仲裁判断等の内容を履行しない場合

　の対抗措置

　被申立国が仲裁判断又は最終報告書において定め

られた措置を履行しない場合、あるいは仲裁判断又

は最終報告書に基づき当事国間で合意した措置を履

行しない場合の対抗措置については、以下の 2 つに

分類される。

①被申立国に対する利益の適用を停止するという

対抗措置を執ることができるとするもの

②申立国は被申立国から補償的調整を受けられる

とするもの（EFTA（附属書 T の 3 条 1 項（a））

なお、同条項（b）は上記①をも規定しており、

申立国は①及び②のいずれをも選択できる）

　①については更に、申立国が一方的に対抗措置

を実施できると規定するもの（NAFTA（2019 条

1 項）、韓国－シンガポール（20.14 条 2 項）及びタ

イ－ニュージーランド（17.11 条 1 項）等※被申立

国は対抗措置の程度に関する仲裁申請可能）と、パ

ネル又は締約国の代表者から構成される機関から対

抗措置を執る権限を付与されるまでは対抗措置を

実施できないとするもの（SAARC（20 条 11 項）、

Bangkok Agreement（16 条）、豪州 - シンガポール

（16 章 10 条 2 項））がある。我が国が締結済みの

EPA については、上記①の方式を採用している。
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（3）国家間紛争解決手続に関する課題
　我が国においては発効済みの EPA は 14 協定、

BITは 21協定と、他の先進国と比較して比較的少

ない数にとどまっているが、近年の東アジア経済連

携に向けた動きともあいまって、今後、我が国と他

国による地域・二国間協定の締結数が増加すること

が期待される。これまでのところ、我が国に関連す

るEPA 及び BIT の国家間紛争解決条項に基づい

て紛争が手続に付されたことはない。しかし我が国

がより広範な国 と々協定を結び、より多くのビジネス・

セクターがその特恵の下、活発な事業活動を展開す

るようになれば、EPA 及び BIT の解釈・適用を巡

る紛争が生じる可能性はそれだけ高まる。そのよう

な事案が生じて初めて現実味を帯びる問題として、

当該紛争案件をどのフォーラムで解決すべきか、具

体的には、EPA 及び BITの定める手続に拠るのか、

あるいはWTO における手続を選ぶのか、との問

題が出てくる可能性がある。

　特に EPAにおいては、EPAとWTO の対象とす

る事象は、双方が貿易・経済活動の促進を目的と

した協定であり、EPA が WTO の規定を借用して

いる場合等、紛争がいずれの協定にも関係する場

合があることから、この問題が生じる可能性が高い。

このため、同一の事実に関する同一当事国間の案

件が、EPA 及び BITとWTO 双方のフォーラムに

付託されることも可能性として否定できず、このよう

な場合は法的に困難な問題が生じる可能性がある。

このとき、既判力の原則や二重訴訟禁止の原則等

は、すべて紛争の同一性（国際法上、2 以上の紛

争が同一であるためには、それらの当事国、事実、

請求原因が同一でなければならない）を前提として

おり、EPA 及び BIT の紛争とWTO の紛争では

問題となっている協定が異なるので、これらの原則

は適用できない。その結果、異なるフォーラムが実

質的に同一の案件について相反する判断を下す事

態が生じうる（例えば、アルゼンチン－鶏肉 AD 事

件（DS241）においては、WTO のパネルは、アル

ゼンチンの措置は AD 協定に反すると判断したが、

先行するMERCOSURのアドホック法廷（AdHoc 

Tribunal）はブラジルの請求を斥けた。）が、それ

ぞれの協定上の問題である以上、特別な場合以外

は法的には問題にならないと考えられる。

　もちろん、同一事実に関するものでないにしても、

相互に密接な関連性を持った事案が、異なるフォー

ラムに付託された場合には、大きな文脈での二国間

紛争の一斉解決の観点から問題になりうる場合が

あることは否定できない。例えば、米国－メキシコ

間における甘味料紛争（DS308）では、メキシコは、

メキシコ産砂糖に対する米国の市場アクセス義務違

反をNAFTA パネルへ、米国は、米国産甘味料（及



1. North American Free Trade Agreement NAFTA NAFTA 

2. Free Trade Agreement of Americas FTAA Third Draft Agreement FTAA 

3. Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of 
Jordan on the Establishment of a Free-Trade-Area 

US

4. 1980 Treaty of Montevideo Instrument Establishing the Latin American Integration 
Association LAIA

LAIA 

5. Additional Protocol to the Treaty of Asunción on the Institutional Structure of 
MERCOSUR 

MERCOSUR 

6. General Treaty on Central American Economic Integration between Guatemala, El 
Salvador, Honduras and Nicaragua Signed at Managua, on 13 December 1960 

CACM

CACM 

7. Revised Treaty of Chaguaramas Establishing the Caribbean Community Including 
the CARICOM Single Market and Economy 

CARICOM 

8. Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation between the Caribbean 
Community CARICOM  and the Government of the Republic of Colombia 

CARICOM

9. Andean Community DECISION 563: Official Codified Text of the Andean 
Subregional Integration Agreement Cartagena Agreement Treaty Creating the 
Court of Justice of the Cartagena Agreement 

Andean Community 

10. Agreement on the European Economic Area EEA 

11. AGREEMENT between the European Economic Community and the Kingdom of 
Norway 

EC

12. EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the 
European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of 
Morocco, of the other part 

EC

13. Europe Agreement establishing an association between the European Communities 
and their Member States, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other 
part 

Europe Agreement 

14. Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific 
Group of States of the One Part, and the European Community and Its Member 
States, of the Other Part, Signed in Cotonou on June 23, 2000 

＜図表Ⅲ‐ 8‐ 1 ＞　本章において分析を行った地域貿易協定（自由貿易協定（FTA：Free Trade 

Agreement）、経済連携協定（EPA：Economic Partnership Agreement）等）及び 二国間投資協定（BIT：

Bilateral Investment Treaty）
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びそれを使った飲料）に対するメキシコの報復的な

内国税賦課をWTO パネルへ付託したが、双方の

紛争の関連性から、単一のフォーラムで解決される

べきであったとの指摘もある。

　しかし、それぞれの協定上の紛争解決手続は、

あくまでそれぞれの協定の解釈適用についてのもの

である以上、複数の条約に関係する「争い」がそ

れぞれの手続で別々に処理され、全体的な「争い」

の解決までに時間がかかる場合が出てくるのは、国

際法の多元的構造に由来していることであって不可

避であり、我々が考えなければいけないのは、それ

らの複数の手続をどのように活用するかである。こ

の問題に対しては、上記のとおり、個々の協定にお

いて他の協定上の紛争解決手続との優先劣後につ

いて調整規定を設けることが通常である。優先関係

として、① FTAに基づく紛争解決手続を優先適用

するもの、② WTO に基づく紛争解決手続を優先

適用するもの、そして、③いずれかを紛争当事国が

選択できるが、実質的に同一の問題について他の協

定下で矛盾する結論が出ることを回避するため、あ

る一の手続を選択した場合にその他の手続の使用

を禁止するもの、の３つに大別され、我が国が締結

した FTA/EPAでは、③の類型が用いられてきた。

国家間紛争解決手続の競合については、今後とも

注視していくことが重要である。



15. Convention Establishing the European Free Trade Association Annex to the 
Agreement Amending the Convention Establishing the European Free Trade 
Association EFTA

EFTA 

16. Agreement on Free Trade between the Government of the Republic of Kyrgyzstan and 
the Government of the Russian Federation 

17. Central European Free Trade Agreement CEFTA CEFTA 

18. The United Economic Agreement between the Countries the Gulf Cooperation Council 
GCC

GCC 

19. Agreement on South Asian Free Trade Area SAFTA SAARC 

20. First Agreement on Trade Negotiations among Developing Member Countries of the 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Bangkok Agreement

Bangkok Agreement 

21. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the 
Association of South East Asian Nations and the People s Republic of China 

ASEAN

22. Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Korea and the 
Government of the Republic of Singapore 

23. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free 
Trade Area AFTA

ASEAN 

24. Singapore-Australia Free Trade Agreement SAFTA

25. Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement 

26. Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement ANZCERTA ANZCERTA 

27. South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement SPARTECA SPARTECA 

28. East African Community Free Trade Agreement EAC 

1. 1991 10
22 2003

US
US

2. 5002 11  US

3. 5991 11 30

4. 6791 8 11

5. 9891 11 10

6. 3002 12 1

7. 1991 3 15

8. 3002 12 22

9.  1999 6 6

10. 2002 11 12

11. 2002 4 4

12. 8991 8 21

13. 5991 8 30

14. 4002 12 15

15. 4991 3 31

16. 5991 10 14

17. 3002 11 3

18. 2002 6 24

19.  2006 3

20. 2002 4 4

21. 0002 6 23
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2 日メキシコ EPA では「ビジネス環境整備委員会」、日スイス EPA では「経済連携緊密化小委員会」、日ペルー EPA では「ビ
ジネス環境の整備に関する小委員会」等、規定される EPA ごとに呼称が異なる。本報告書では総称として、「ビジネス環境の
整備に関する委員会」と表記する。
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（1）ルールの背景
　我が国企業の海外進出の進展等、企業の国際

的活動の深化に伴い、進出先における現地法人を

始めとする日本企業が抱える国際ビジネス展開上の

様 な々問題点（諸外国における産業インフラの整備、

行政上の手続・決定並びに司法上の決定における

透明性の向上、行政手続の簡素化・円滑化、治安

の向上、知的財産権の保護等）も多様化している。

こうした中、企業の抱える相手国政府のビジネス環

境に関する課題について、適切に相手国政府関係

者に改善を求めていくことが重要である。こうした

ビジネス環境の整備に関する課題について包括的に

話し合う場は、従来特定の協議体が設定されてい

るケースは少なく、課題ごとに企業又は業界団体等

が個別に相手国政府と協議するか、又は政府間で

の様々な協議の場において取り上げるといった対応

が取られていた。政府間では、従来から二国間で

定期的・非定期的に開催される各種の経済関係協

議（規制改革対話、両国関係省庁間の定期協議等）

や、また随時機会を捉えて協議を行っていたが、特

に既存のフォーラムが十分に整備されていない国と

の間においては、二国間の貿易・投資環境を中心と

した相手国におけるビジネス環境を向上させるため

に政府関係者等と緊密な協議を行う場の設置が望

まれていた。また個別の紛争を解決するために常時

利用可能な場としては、WTO その他において法的

に解決する手続が発展してきたが、協定整合性が

問題でない案件を対象とできないという限界があっ

た。たとえば、日本国政府を通じて相手国政府の

政府措置の是正を求める手続として、WTO の紛争

解決手続、経済連携協定（EPA）の紛争解決手続

があり、また政府の行為によって被った損害の賠償

を企業が求める場合には、当該国の国内裁判所の

ほか、投資協定の仲裁手続が利用可能であるが、

協定上の手続については協定整合性を問題とする

場合にのみ利用可能である。

　このような考慮から、両国政府・企業が共に参加

し、相手国の貿易・投資関連制度やその実施状況

を集中して議論できる機会を設けるため、我が国の

ほとんどのEPAにおいては、「ビジネス環境の整備」

章を設置し、相手国のビジネス環境の整備・改善に

向けた議論の場である「ビジネス環境の整備に関す

る委員会 2」の設置等について規定している。

　本委員会は双方の官民から参加可能であり、本

委員会を通じて、我が国企業にとっては、各社が抱

える問題、1社では提起しにくい問題、業界全体も

しくは進出企業全体の問題などを含めて、とりまと

めて各国政府が提起することが可能である。

　日メキシコEPA、日マレーシア EPA、日チリ

EPA、日タイEPA、日フィリピン EPA、日スイス

EPA、日インド EPA、日ペルーEPAの枠組みでは、

すでに委員会の開催実績があり、双方の政府から

相手国政府に対して要望を提起している（但し、日

タイEPAの下の枠組みでは日本側のタイ政府に対す

る要望のみ提起し議論）。委員会において取り上げ

ることのできる事項は、貿易・投資・現地法人の活

動等に関する幅広い要望をカバーしており、我が国

から相手国に行った要望は、不公正貿易措置の疑

いのある措置に対する改善要望の他、電力品質の

向上、ガス供給不足の改善といった先方のインフラ

整備環境向上の要望、通関・税務手続の改善、模

倣品対策、ビザ・ワークパーミットや基準認証分野

の手続迅速化の要請等多岐に渡る。企業が投資協

定に基づいて仲裁に付託することは、国際投資仲裁

に伴うコストやリスク（費用、時間、相手国との関係）

を考慮すると困難なことが多いという現状を踏まえ

れば、ビジネス環境整備の場において、投資協定

との整合性を問題提起することにより、投資協定に

＜ビジネス環境整備＞
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基づく救済が事実上得られることは重要である。委

員会では双方合意の下に議事録が作成されるととも

に、相手国に要求された内容については、次回会

合において対応の進捗についてフォローアップする

ことを約束させて確認を行うこととなっている。

　

（2）制度の概要
　我が国が締結済みのほとんどのEPAは、ビジネ

ス環境の整備章において、ビジネス環境の整備に

関する課題に協力して取り組むために締約国政府間

でビジネス環境の整備に関連する幅広い事項を議

論できる協議メカニズムである「ビジネス環境の整

備に関する委員会」を設置することを規定している。

本委員会の機能は、詳細な規定ぶりは各 EPAにも

よるが、概ね以下の通りである。1） ビジネス環境

の向上に関連する議論を行う、2） 各国に対し委員

会の所見を報告し、勧告を行う、3） 適切な場合に

は、勧告に対する各国における実施のレビューを行

う、4） 適切な場合には、勧告を公開する、5） 勧告、

並びにビジネス環境整備規定の実施および運用に

関するその他の所見を協定の下の合同委員会へ報

告する。本委員会の参加者は、両国政府代表者か

ら構成されるが、合意により業界団体等の代表者も

招聘することを可能としており、協議事項に携わる

企業関係者が相手国政府関係者と直接議論を行う

機会ともなることが大きな特徴である。また、本委

員会は随時各国の要請に応じて調整し合意の上開

催される。また、本枠組みの下でそれぞれの政府

内に連絡事務所（リエゾン・オフィスないしコンタク

トポイント）を設置することとなっており、ビジネス

環境の整備に関する委員会開催時以外であっても、

企業は、相手国政府の法令、規則等に関して照会、

要望等を申し入れることができることとなっている。

協定は、連絡事務所の役割を、企業から照会、要

望等を受領し、これを政府関係部局に伝達し、回

答を取り付け、要望等を行った相手に回答を伝達す

ることと規定している。このように、本枠組みでは、

相手国政府に照会窓口が存在し、窓口が要望等を

政府内の適切な担当部局へ伝達してくれること、連

絡事務所を通じて担当部局から回答を得られること

が特徴である。また、連絡事務所は所見を委員会

へ報告することとなっている他、自国政府の関係部

局と情報交換を行っている。各国政府はこれらの所

見も元にして委員会で取り上げる課題を選定してい

くことが想定されている。日マレーシアEPA、日ベ

トナムEPA、日スイスEPA、日ペルーEPAにおい

ては、これに加え、企業等が連絡事務所へ円滑に

連絡を取ることができるよう、企業からの要請等を

受けて各国連絡事務所に伝達する連絡円滑化機関

を指定することができることとなっている。これらビ

ジネス環境整備章で規定されているビジネス環境の

整備に関する枠組みの概要は、以下の図のようにな

る。



 

＜図表Ⅲ‐ 8‐ 3＞　ビジネス環境の整備に関する枠組み（日マレーシアEPAの例）

 

＜図表Ⅲ‐ 8‐ 4＞　ビジネス環境の整備に関する枠組み（日ペルーEPAの例）

820

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

（3）発効済 EPA のビジネス環境の整
備に関する委員会の規定ぶりと開催
実績

　日本の13 カ国 1 地域との間で発効済み EPA/

FTAのうち、日シンガポールEPA 及びAJCEPを

除く12カ国との二国間 EPA/FTAにおいて、ビジ

ネス環境の整備に関する委員会が設置されている。

以下、各発効済み EPA/FTAのビジネス環境の整

備に関する委員会の設置に係る規定ぶりおよび開催

実績を概説する。また、図表Ⅲ‐8‐5 において、
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2014 年 3月～ 2015 年 2月開催されたビジネス環境

の整備に関する委員会の開催実績を示す。

① 日メキシコEPA

　ビジネス環境の整備章（第 13 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する委員会の設置を規定して

いる。また本章は紛争解決章の適用除外としてい

る。ビジネス環境整備委員会は日本政府（外務省、

経済産業省、在メキシコ日本大使館）、ジェトロ・メ

キシコ事務所、日本経団連（日墨経済委員会）、メ

キシコ日本人商工会議所、日系マキラドーラ協会、

メキシコ政府（経済省）等が参加し開催されている。

2005 年 4 月に第 1 回が開催され、直近では 2013

年 8月に第 7 回を開催している。本委員会において

は、日本側からメキシコ側に対しては、経済ルール

に関する事項として、模倣品等への取締強化を求め

た結果、工業所有権庁（IMPI）とメキシコ日本商

工会議所との間で模造品対策に関するホットライン

（担当者指名）が設置された。さらに、日本側が、

通関・税務手続改善要求を行い、その結果、中央

税関のホットライン（担当者指名）が設置されている。

また、日本側は、医療機器に関する「日本の薬事

登録の同等性認定」を求めた結果、同制度が設定

され日系企業が活用している。この他、治安向上（商

品輸送の盗難対策、観光地警備強化、メキシコ治

安省窓口の設置）、観光関係の環境整備、インフラ

整備につき要求を行い、環境改善を得ている。ま

た、メキシコ側からは、農産物品の輸入に係る手続

改善、中小企業支援、直行航空便の就航要求があり、

2006 年 11月よりアエロメヒコ航空が成田－メキシコ

シティ間に直行便が就航している。過去、既に7 回

開催されたビジネス環境整備委員会であるが、現地

日系企業からは高い評価を受けており、引き続き開

催が求められるところである。また、この会合で築

き上げられたメキシコ政府関係者とのパイプを生か

して、メキシコ経済の競争力強化への貢献など様々

な観点から更なる関係強化が図られている。

② 日マレーシアEPA

　ビジネス環境の整備章（第 11章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置、さら

に現地法人等からの要望等を受領する連絡事務所

の指定が義務づけられた。更に、実施取極第 5 章

においては現地法人からの要望を先方政府の連絡

事務所に取り次ぎ、また先方連絡事務所からの回

答を現地法人に伝達する連絡円滑化機関の指定が

想定されている。また本章は紛争解決章の適用除

外としている。ビジネス環境整備小委員会は日本政

府（外務省、経済産業省、在マレーシア日本大使館）、

ジェトロ・クアラルンプール事務所、マレーシア日本

人商工会議所、マレーシア政府（国際貿易産業省等）

などが参加し開催されている。2007 年 3月に第 1

回会合が開催され、直近では、2011年 9月に第 5

回会合が開催されている。本小委員会においては、

日本側からは、電力・ガスの安定供給、環境規制（電

化製品リサイクル規制（策定中）・省エネ優遇税制）

の規律改善、電気亜鉛メッキ鋼板の輸入免税枠制

度の運用改善（詳細は第 I 部第 3 章を参照）、模倣

品対策（別途、知的財産小委員会を開催）、治安向

上（トラックハイジャック対策）、サービス産業の更

なる自由化等の改善要望を行い、種々の具体的な

対応が得られている。また、マレーシア側からは、

自動車協力事業、農産品・食品の衛生検措置、グ

ラスウールに関するJIS 取得措置等に対する改善要

望があった。

③ 日チリ EPA

　ビジネス環境の整備章（第 15 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置を規定し

ている。また本章は紛争解決章の適用除外として

いる。ビジネス環境整備小委員会は日本政府（外務

省、経済産業省、在チリ大使館）、ジェトロ・サン

ティアゴ事務所、日智経済委員会、日智商工会議

所、チリ政府（外務省、税関）、チリ製造業振興協

会等が参加し開催されている。2008年4月に第1回、

2009 年 4 月に第 2 回を行っている。本委員会にお

いては、日本側からは、滞在許可手続きや運転免
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許証切替え手続きの利便向上、湾岸使用料の改善

等を要望し、いくつか前向きな回答を得ている。ま

た、チリ側からは、投資環境改善に関するセミナー

の開催、デジタル原産地証明制度の導入といった要

望があった。

④ 日タイ EPA

　実施取極中、ビジネス環境の向上の分野におけ

る協力章（第 7 章）において、ビジネス環境の向上

に関する小委員会の設置、現地法人等からの要望

等を受領する窓口となる連絡事務所の指定を規定し

ている。また本章は紛争解決章の適用除外として

いる。ビジネス環境の向上に関する小委員会は日本

政府（外務省、経済産業省、在タイ日本大使館）、ジェ

トロ・バンコク事務所、バンコク日本人商工会議所、

タイ政府（投資委員会及び日本側提案議題にかかわ

る関係省庁・機関）が参加し開催されている。バ

ンコクにて、2008 年 9月に第 1回会合が開催され、

直近では 2013 年 11月に第 5 回会合が開催された。

本小委員会では開催地側が相手国から要望を受け

る形で行われることとなっているため、これまでの

会合では日本側からタイ側に要望を出してきている。

第 5 回会合では、外国人事業法における外資規制

の緩和や、洪水関係の対応、知的財産、税関手続き、

労働政策、鉄鋼政策、ビジネスインフラの改善等に

関する諸問題に関して要望を行い、タイ側から対応

状況の説明及びいくつかの前向きな回答を得た。

⑤ 日インドネシアEPA

　ビジネス環境整備章（第 12 章）において、ビジ

ネス環境の整備に関する小委員会の設置、各国政

府内で現地法人からの要望等の窓口となる連絡事

務所の指定を規定している。また本章は紛争解決

章の適用除外としている。なお、実際の運用につい

ては、投資環境整備のための枠組みである「日イン

ドネシア経済合同フォーラム」（2010 年開始）と調

整しつつ行っていくことになる。

⑥ 日ブルネイEPA

　ビジネス環境の整備章（第 8 章）において、ビジ

ネス環境の整備に関する小委員会の設置について

規定している。また本章は紛争解決章の適用除外

としている。

⑦ 日フィリピンEPA

　ビジネス環境の整備章（第 13 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置及び、

ビジネス環境整備についての協議グループの設置、

現地法人等からの要望等を受領する連絡事務所の

指定を規定している。また本章は紛争解決章の適

用除外としている。ビジネス環境整備小委員会は日

本政府（外務省、経済産業省、在フィリピン対大使

館）、ジェトロ・マニラ事務所、在フィリピン日本商

工会議所、フィリピン政府（貿易産業省等）が参加

し開催されている。これまで、2009 年 6月に第 1

回会合、2015 年 1月に第 9 回会合が開催された。

本委員会においては、第 1 回開催から、本協定に

基づく鉄鋼関税割当に係る関税還付制度の実施と

適切な執行、自動車部品関税率の適切な執行、道

路、空港、鉄道及び港湾のインフラ整備及び改善、

電力改革法に基づく発電資産及び電力公社の早期

民営化、送電線の脆弱性の改善、中古車、石油製

品の密輸対策及び関税局の電子化システムの強化

などを要望してきた。フィリピン側も日本の要望に

対して改善するべく対処している。直近の第 9 回会

合においては、日本からの投資の動きが高まってい

ることに留意し、税に関する問題、安価で安定的な

電力供給に関する問題、バタンガス港及びスービッ

ク港の有効活用に関する問題、スービック湾都市開

発庁（SBMA）による追加的な課徴金の問題、産

業人材育成等について議論を行った。

⑧ 日スイス EPA

　経済連携緊密化章（第 13 章）において、経済連

携緊密化小委員会の設置、現地法人からの要望等

の窓口となる連絡事務所の指定、実施取極におい

て連絡事務所と現地法人との間の連絡円滑化機関
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第 8章　国家間における紛争解決、ビジネス環境整備

の指定が可能であることを規定している。また本章

は紛争解決章の適用除外としている。

　2010 年 6月に東京で開催された第 1回会合では、

両国間経済関係の一層の拡充のための意見交換を

実施した。

⑨ 日ベトナムEPA

　ビジネス環境の整備章（第 11章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置、現地

法人からの要望等の窓口となる連絡事務所の指定、

連絡事務所と現地法人との間の連絡円滑化機関の

指定が可能であることを規定している。また本章は

紛争解決章の適用除外としている。なお、実際の

運用については、投資環境整備のための枠組みで

ある「日越共同イニシアティブ」（2003 年開始）と

調整しつつ行っていくことになる。

⑩ 日インド EPA

　第 12 章で、両締約国の間の貿易及び投資を促進

するために、双方の民間部門及びその他の関係機

関の参加を得つつ、各締約国が、自国の法令に従い、

自国の区域内において事業活動を遂行する他方の

締約国の企業のためのビジネス環境を一層整備する

ための適当な措置をとることを定める。

　2012年10月に東京で開催された第1回会合では、

日本側から配当分配税や移転価格税制、最低代替

税、商品サービス税、最大小売価格の表示添付、

対外商業借入、保険業への外資出資比率上限の他、

物流、インフラ、土地収用、強制規格等におけるビ

ジネス環境の改善を申し入れた。またインド側から

はインド産エビの輸入に際しての検査や水産物の貿

易手続き、ジェネリック医薬品、IT 技術者の就労

ビザに関する改善の要望があった。

⑪ 日ペルー EPA

　ビジネス環境の整備章（第 13 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置を規定し

ている。更に、現地法人からの要望を先方政府の

連絡事務所に取り次ぎ、また先方連絡事務所から

の回答を現地法人に伝達する連絡窓口の指定が想

定されている。また本章は紛争解決章の適用除外

としている。ビジネス環境整備小委員会は日本政府

（外務省、経済産業省、在ペルー大使館）、ジェト

ロ・リマ事務所、日秘経済委員会、日秘商工会議所、

ペルー政府（通商観光省、外務省、内務省等）、日

秘経済協議会等が参加し開催されている。

　これまで 2012 年 11月に第 1 回会合、2014 年 9

月に第 2 回会合が開催された。直近の第 2 回小委

員会において、日本側からは、基盤インフラの改善、

法制度の改善、行政手続きの透明化、税制度の簡

素化、雇用・労使問題の改善、出入国管理諸手続

の迅速化、治安問題の改善等の要望を行い、ペルー

側各担当省庁より個別案件の対応現況、今後の対

応計画等の詳細説明を受けた。またペルー側から

は、日本へ輸出するペルー農産品の植物検疫承認

の迅速化、濃縮ミルクの輸入割当に関する要望が

あった。

⑫ 日豪 EPA

　経済関係の緊密化章（第 18 章）において、両締

約国間の経済関係の緊密化を目的として、貿易及び

投資の促進に関する協議の在り方を規定している。

これまでのEPAと同様、両締約国の政府関係者に

加え、政府以外の関係団体の代表者も招請するこ

とができる小委員会を設置すること等を規定してい

る。

⑬ 日モンゴルEPA（署名済）

　ビジネス環境の整備章（第 14 章）において、両

締約国は自国の法令に従い、① ビジネス環境を一

層整備するために適切な措置をとること、② ビジネ

ス環境を一層整備するための協力を促進すること 

を基本原則としている。また、その効果的な実施・

運用のために、「ビジネス環境の整備に関する小委

員会」の設置を規定している。これまでのEPAと

同様、両締約国の政府関係者に加え、政府以外の

関係団体の代表者も招請することができること等に

ついても規定している。
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＜図表Ⅲ‐8‐5＞ビジネス環境の整備に関する委員会における日本側からの主な改善要望事項と成果（2014

年 3月～ 2015 年 2月に開催されたビジネス環境の整備に関する委員会の開催実績）
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第 8章　国家間における紛争解決、ビジネス環境整備

（4）ビジネス環境の整備に関する事項
が取り上げられるその他会合

　経済連携協定や投資協定等で規定する会合以外

にも、ビジネス環境の整備に関する事項が取り上げ

られる会合が多数存在する。

　例えばブラジルと日本との間では、協定に基づか

ない「日伯貿易投資促進合同委員会」を2009 年よ

り6 回開催し、双方の貿易・ビジネス環境の改善に

ついて議論を行い、商用査証有効期限延長、技術

移転契約の期間延長等の成果を挙げている。2013

年には、産業協力をテーマに加え、「第 1回日伯貿

易投資促進・産業協力合同委員会」を開催した。

また、日越共同イニシアティブでは、日越経済連携

協定ビジネス環境整備章と連携し、ベトナムの投資

環境上の問題について行動計画を作成し、進捗を

フォローする取組を行っている。インドネシアと日本

の間では、日インドネシア経済合同フォーラムを開

催し、インフラ整備、投資・ビジネス環境整備を促

進するための枠組みを提供している。

　企業が輸出先・進出先国の政府措置その他にお

ける問題に直面した場合、現地政府に対して直接に

要望・申入れを伝えるほか、日本政府を通じて要望・

申入れを伝えることもしばしば行われている。経済

連携協定等が規定するビジネス環境整備に関する

政府間会合のほか、定期又は不定期に行われる政

府間会合は、そうした問題が政府に取り上げられる

機会を提供している。






